
払込請求書（赤刷） 普通交付金 普通交付金

（※）平成30年3月請求分（2月診療分）に係る診療報酬は、従来どおり「払込請求書（赤刷）」で国保連合会に振り込み。

平成31年3月請求分

未　　　　　　　　　　定（後日通知します。）

（平成31年2月診療分）

普通交付金にかかる診療

報酬等の決定額通知書

国民健康保険診療報酬等

計算書

平成31年2月請求分

平成31年3月7日(木） 平成31年3月8日(金） 平成31年3月15日(金） 平成31年3月18日(月） 平成31年3月19日(火）

（平成31年1月診療分）

平成31年1月請求分

平成31年2月7日(木） 平成31年2月8日(金） 平成31年2月15日(金） 平成31年2月18日(月） 平成31年2月19日(火）

（平成30年12月診療分）

平成30年12月請求分

平成31年1月7日(月） 平成31年1月8日(火） 平成31年1月15日(火） 平成31年1月18日(金） 平成31年1月21日(月）

（平成30年11月診療分）

平成30年11月請求分

平成30年12月7日(金） 平成30年12月7日(金） 平成30年12月14日(金） 平成30年12月18日(火） 平成30年12月19日(水）

（平成30年10月診療分）

平成30年10月請求分

平成30年11月7日(金） 平成30年11月8日(木） 平成30年11月15日(木） 平成30年11月16日(金） 平成30年11月19日(月）

（平成30年9月診療分）

平成30年9月請求分

平成30年10月5日(金） 平成30年10月9日(火） 平成30年10月15日(月） 平成30年10月18日(木） 平成30年10月19日(金）

（平成30年8月診療分）

平成30年8月請求分

平成30年9月7日(金） 平成30年9月7日(金） 平成30年9月14日(金） 平成30年9月18日(火） 平成30年9月19日(水）

（平成30年7月診療分）

平成30年7月請求分

平成30年8月7日(火） 平成30年8月8日(水） 平成30年8月15日(水） 平成30年8月17日(金） 平成30年8月20日(月）

（平成30年6月診療分）

平成30年6月請求分

平成30年7月6日(金） 平成30年7月9日(月） 平成30年7月13日(金） 平成30年7月18日(水） 平成30年7月19日(木）

（平成30年5月診療分）

平成30年5月請求分

平成30年6月7日(木） 平成30年6月8日(金） 平成30年6月15日(金） 平成30年6月18日(月） 平成30年6月19日(火）

（平成30年4月診療分）

平成30年4月請求分

平成30年5月7日（月） 平成30年5月8日(火） 平成30年5月15日(火） 平成30年5月18日(金） 平成30年5月21日(月）

（平成30年3月診療分）

（県→連合会） （連合会→市町村）

平成30年3月請求分

平成30年4月6日(金） 平成30年4月9日(月） 平成30年4月13日(金） 平成30年4月18日(水） 平成30年4月19日(木）

（平成30年2月診療分）（※）

普通交付金収納事務（直接支払）に係る日程等一覧(平成30年度）

到着予定日 請求日 提出期限 収納日 到着予定日

（連合会→市町村） （連合会→県） （市町村→連合会）

請求日等

請求月



　　　　　　支払月等

※１

平成30年4月支払分

平成30年5月支払分 平成30年6月支払分 平成30年7月支払分 平成30年12月支払分 平成31年1月支払分 平成31年2月支払分 平成31年3月支払分

※３

平成31年4月支払分

平成30年3月請求分 平成30年4月請求分 平成30年5月請求分 平成30年6月請求分 平成30年11月請求分 平成30年12月請求分 平成31年1月請求分 平成31年2月請求分 平成31年3月請求分

費用

（一般・退職）

平成30年2月診療分 平成30年3月診療分 平成30年4月診療分 平成30年5月診療分 平成30年10月診療分 平成30年11月診療分 平成30年12月診療分 平成31年1月診療分 平成31年2月診療分

診療報酬

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高額療養費
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

療養費（柔整）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

※２

審査支払手数料
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

※１

※２ 審査支払手数料については、医科、歯科、調剤及び訪問看護療養費のみが該当となります。

※３

普通交付金該当費用（直接支払）における支払月等一覧(平成30年度）

平成30年4月支払分は、平成30年3月請求・2月診療分に係る「高額療養費」、「療養費」、「審査支払

手数料」の費用のみが、普通交付金（直接支払）の該当となる。（診療報酬は、平成30年5月支払分

（4月請求・3月診療分）からとなる。）

平成31年4月支払分（平成31年3月請求分・2月診療分）における事務処理スケジュールは、市町村で

の保険給付費等普通交付金に係る実績報告及び精算手続きのため特別日程となりますので、県等

と協議のうえ後日通知します。
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